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Ⅰ．生活福祉資金貸付制度の概要

１．目的

➢ 「資金の貸付」と「必要な相談支援」を行い、借受世帯の自立を図ること

２．実施主体
➢ 実施主体は都道府県社協で、相談窓口対応等業務の一部を市町村社協に委託することが可能
※令和2年度の制度要綱改正で「特に必要と認められるときは、厚生労働大臣が定める者に委託することができる」

との文言が付加された

３．貸付対象

４．財源等
➢ 全額公費が財源 ・貸付は償還により貸付原資を循環させることで限られた財源を有効活用

・償還の見込みが立つか、適切な審査が必要 ⇒ 一定の時間がかかる

※他制度利用優先の原則 ・貸付＝社協だけで回すと結果的に「たらい回し」となる可能性

５．資金種類

(1)総合支援資金 (2)福祉資金（福祉費、緊急小口資金） (3)教育支援資金

(4)不動産担保型生活資金 4

世帯 対象内容

低所得世帯 ◆ おおむね市町村民税非課税程度の低所得の世帯。ただし各県の実態に即した弾力的な運用が認められている。

障害者世帯 ◆ 身体障害者、知的障害者、精神障害者で手帳の交付を受けている者や障害者総合支援法によるサービスを利
用する者等の属する世帯。

◆ 低所得であることは要件とされていない。

高齢者世帯 ◆ 65歳以上の高齢者の属する世帯。福祉資金は日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限られ
ている。

◆ 高齢者を含む4人世帯でおおむね年収600万円程度の世帯。



Ⅱ．資金種類と活用事例

１．総合支援資金

２．福祉資金（福祉費、緊急小口資金）

３．教育支援資金

４．不動産担保型生活資金
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Ⅱ．資金種類と活用事例「１．総合支援資金①」
（１）概要

➢ 失業と同時に住居（住まい）を失った人の生活を支援すること等を目的に、平成21年10月に
創設され、以下の3種類の貸付け費目を有する。

➢ 複合的な課題を有している相談者が多いことから、平成27年度の生活困窮者自立支援制度の
施行に伴い、自立相談支援事業の利用が原則要件化され、就労支援の充実が図られることと
なり、より効果的な貸付が期待されている。

資金の種類 貸付条件

対象 貸付限度額 据置期間 その他

生活支援費 • 生活再建までの間に必要な生活費
用

低所得
世帯

(二人以上)月20万円以内
(単身) 月15万円以内
• 貸付期間：原則3月、最

長12月以内（延長3回）

最終貸付日
から6月以内

【償還期限】
• 据置期間経過後

10年以内

【貸付利子】
• 連帯保証人あり
無利子

• 連帯保証人なし
年1.5%

【連帯保証人】
• 原則必要
ただし、連帯保
証人なしでも貸
付可

住宅入居費 • 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結
ぶために必要な費用

40万円以内 貸付けの日
（生活支援
費とあわせ
て貸し付け
ている場合
は、生活支
援費の最終
貸付日）か
ら6月以内

一時生活再
建費

• 生活を再建するために一時的に必
要かつ日常生活費で賄うことが困
難である費用
・就職・転職を前提とした技能習

得に要する経費
・滞納している公共料金等の立て

替え費用
・債務整理をするために必要な経

費 等

60万円以内
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Ⅱ．資金種類と活用事例「１．総合支援資金②」
（２）事例「総合支援資金滞納中に家計改善支援事業等の支援を受けた事例」

（ⅰ）相談時の相談者の概要

（ⅱ）支援の内容

①性別 女性 ②年齢 45歳 ③職業 無職

④世帯構成、職業、収入
○本人
○実母 72歳 無職 年金収入9万円
○弟 41歳 無職
○弟 39歳 派遣社員 収入16万円

⑤滞納状況、債務状況

①相談に至った経緯（相談者の課題）
○もともとは他県で派遣社員として就労していたが、契約期間満了のため地元へ戻る。
○失業給付を6か月間受給しながら求職活動するが、仕事が決まらず、母や弟の援助もあったが生活費が不足。
○総合支援資金を借り入れたが、それでも仕事が決まらず、しばらくは弟の援助で生活。
○その後、精神疾患となり、障害年金を受給することとなったが、就労や金銭管理が上手くいかず、生活福祉資金の滞納
だけではなく、生活全般が困窮状態となっていた。

②最初の相談先 ／ 障害者相談支援センター

③支援の概要

○社会福祉協議会
・生活費の貸付 総合支援資金 生活支援費 60万円

（20万円×3か月）
・通帳預かり支援

○家計改善支援機関（社協）
・家計管理支援

○自立相談支援機関（社協）
・就労相談、支援機関との調整

④支援後の状況

○家計改善支援機関と社協の支援で、年金受給の通帳の
管理や償還計画の見直し等の立て直しを図り、生活福
祉資金の償還は口座振替とし、償還完了となった。

○現在は、就労継続支援B型事業所にて就労。
償還が完了したことにより、年金収入＋就労収入で生活。
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Ⅱ．資金種類と活用事例「２．福祉資金（福祉費）①」
（１）概要

➢ 日常生活を送るうえで、または自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる
費用を貸付ける資金で、昭和30年の制度創設時からある資金。

➢ 民生委員の調査書（意見書）の提出が必須となっている等、民生委員との協力関係が強い資
金といえる。

資金の種類 貸付条件

対象 貸付限度額 据置期間 その他

福祉費 • 生業を営むために必要な経費
• 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維

持するために必要な経費
• 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに

必要な経費
• 福祉用具等の購入に必要な経費
• 障害者用の自動車の購入に必要な経費
• 中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必

要な経費
• 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期

間中の生計を維持するために必要な経費
• 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必

要な経費及びその期間中の生計を維持するために
必要な経費

• 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
• 冠婚葬祭に必要な経費
• 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
• 就職、技能習得等の支度に必要な経費
• その他日常生活上一時的に必要な経費

低所得
世帯

障害者
世帯

高齢者
世帯

580万円以内

※資金の用途
に応じて上限
目安額を設定

貸付けの日
（分割によ
る交付の場
合には最終
貸付日）か
ら6月以内

【償還期限】
• 据置期間経過後

20年以内

【貸付利子】
• 連帯保証人あり
無利子

• 連帯保証人なし
年1.5%

【連帯保証人】
• 原則必要
ただし、連帯保
証人なしでも貸
付可
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Ⅱ．資金種類と活用事例「２．福祉資金（福祉費）②」
（２）費目の詳細

資金の目的 貸付上限額の目安 据置
期間

償還
期間

貸付決定件数
(H30)

• 生業を営むために必要な経費 460万円 6月 20年 5

• 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費

技能を習得する期間が
6月程度 130万円
1年程度 220万円
2年程度 400万円
3年以内 580万円

同上 8年 317

• 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 250万円 同上 7年 134

• 福祉用具等の購入に必要な経費 170万円 同上 8年 36

• 障害者用自動車の購入に必要な経費 250万円 同上 8年 288

• 中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費 513.6万円 同上 10年 0

• 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために
必要な経費

療養期間が
1年を超えないときは170万円
1年を超え1年6月以内であって、世
帯の自立に必要なときは230万円

同上 5年 118

• 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生
計を維持するために必要な経費

介護サービスを受ける期間が
1年を超えないときは170万円
1年を超え1年6月以内であって、世
帯の自立に必要なときは230万円

同上 5年 13

• 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 150万円 同上 7年 77

• 冠婚葬祭に必要な経費 50万円 同上 3年 72

• 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 50万円 同上 3年 474

• 就職、技能習得等の支度に必要な経費 50万円 同上 3年 79

• その他日常生活上一時的に必要な経費 50万円 同上 3年 2,917 9



Ⅱ．資金種類と活用事例「 ２．福祉資金（福祉費）③」
（３）事例「父親の葬儀費用のために福祉費を貸付けた事例」

（ⅰ）相談時の相談者の概要

（ⅱ）支援の内容

（ⅱ）支援の内容

①性別 女性 ②年齢 39歳 ③職業 パート（コンビニ）

④世帯構成、職業、収入
○本人 収入9万円
○実父 80歳 無職 年金収入 5.5万円

幼少期より脳性麻痺
現在は両上下肢機能全廃、頸椎症性脊髄症による
体幹機能障がい（座位不能）

○実母 76歳 無職 年金収入 5.35万円
高血圧、腰痛治療中

⑤滞納状況、債務状況
○入院費 50万円 〇携帯電話料金 3.5千円
○介護ｻｰﾋﾞｽ料 2.4万円 〇国保税（娘） 1万円
○固定資産税 8万円 ○電話代 9千円
○後期高齢者医療保険料 3千円

①相談に至った経緯（相談者の課題）
○父の入退院繰り返しで医療費が家計を圧迫し、各所に滞納が発生している。
○父が退院するにあたり、退院後の療養の仕方、転居、娘(本人)転職など家計管理を含めた総合的な相談・支援が必要。
○家計面談による支援を始めた矢先、父親が亡くなり、葬儀費用の捻出が難しくなる。
○娘は、家計を助けるため、昼夜を問わず働いている。

②最初の相談先 ／ 市役所より自立相談支援機関に介入依頼

③支援の概要
○社会福祉協議会

・葬儀費用の貸付 27.6万円
○家計改善支援機関（グリーンコープ）

・父亡後の収支の聞き取りと見直し
・亡父の残医療費や各種滞納分の分納依頼
・独自貸付 1万円（緊急の生活費）

〇自立相談支援機関（社協）
・娘の転職支援
（ハローワークと協働した就職支援、離職日の調整）
・県内の社会福祉法人による社会貢献事業での公共料
金支払支援

④支援後の状況
○各種滞納分は分納にて返済中。
○家賃が高額であったため、家賃の安いアパートへ転居
した（転居の際は、社協がトラックを出す等の協力を行
う）。

○社会保険・賞与があり、土日休日の清掃職に転職した
ことにより、金銭面・生活面での安定が図られつつある。

○生活福祉資金は、なかなか償還できない時期もあったが、
最近は生活が安定してきたこともあり、償還も再開され
つつある。
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Ⅱ．資金種類と活用事例「２．福祉資金（緊急小口資金）①」

（１）概要

➢ 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用（10万円以内）を貸付ける資
金で、平成15年1月に創設された。

➢ 生活保護費や初回給与の支給までのつなぎ資金としての貸付が多くなっているが、滞納公共
料金の支払いや就職活動時の交通費等、単に一時的な資金不足というだけでなく、背景に複
合的な課題を抱えているケースも少なくなく、そうした意味で自立相談支援事業の利用が原
則要件化されている。

11

資金の種類 貸付条件

対象 貸付限度額 据置期間 その他

緊急小口資金 • 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場
合に貸し付ける少額の費用

低所得世帯

障害者世帯

高齢者世帯

10万円以内 貸付けの日か
ら2月以内

【償還期限】
• 据置期間経過後

12月以内

【貸付利子】
• 無利子

【連帯保証人】
• 不要



Ⅱ．資金種類と活用事例「２．福祉資金（緊急小口資金）②」

（２）貸付目的

＊「打診あり」･･･自立相談支援機関に最初に相談があり、自立相談支援機関から打診があったケース

＊「打診なし」･･･生活福祉資金に最初に相談があったケース

※全社協民生部実施アンケートより 12

打診あり 割合 打診なし 割合 合計 割合

ア.医療費又は介護費の支払等により臨時で必要な生活費 48 4.3% 144 8.0% 192 6.6%

イ.火災等被災に伴い必要な生活費 2 0.2% 7 0.4% 9 0.3%

ウ.年金、保険、公的給付等の支給開始までに必要な生活費 337 29.8% 601 33.6% 938 32.1%

エ.会社からの解雇、休業等による収入減に伴い必要な生活費 108 9.6% 142 7.9% 250 8.6%

オ.滞納していた税金、国民保険料、年金保険料の支払により必要
な生活費

17 1.5% 20 1.1% 37 1.3%

カ.公共料金の滞納分の支払 59 5.2% 45 2.5% 104 3.6%

キ.法に基づく支援や実施機関及び関係機関からの継続的な支援を
受けるための経費(交通費等)

16 1.4% 6 0.3% 22 0.8%

ク.給与等の盗難によって必要な生活費 4 0.4% 9 0.5% 13 0.4%

ケ.初回給与までに必要な生活費 466 41.3% 667 37.3% 1,133 38.8%

コ.その他 71 6.3% 147 8.2% 218 7.5%

無回答 1 0 2 0 3 0

合計 1,129 100.0% 1,790 100.0% 2,919 100.0%



Ⅱ．資金種類と活用事例「２．福祉資金（緊急小口資金）③」
（３）事例「初回給与までの生活費として緊急小口資金を貸付けた事例」

（ⅰ）相談時の相談者の概要

（ⅱ）支援の内容

①性別 女性 ②年齢 44歳 ③職業 無職

④世帯構成、職業、収入
○本人
○長男 8歳

⑤滞納状況、債務状況
○固定資産税、国民健康保険料、住民税 36万円
○家賃 7万円（2ヶ月分）

①相談に至った経緯（相談者の課題）
○就労していたが、長男が一時的に通院（発達障害の可能性あり）が必要になり、通院の付き添いのため職場を退社。
○その後、すぐに仕事が決定したが、初回給与までの生活費が不足。
○家賃や滞納分を心配し、安い借家へ引越すことを検討。

②最初の相談先

③支援の概要
○社会福祉協議会
・初回給与までのつなぎ貸付 10万円

○家計改善支援機関（グリーンコープ）
・家計管理支援

○自立相談支援機関（社協）
・支援機関との調整

○ハローワーク
・就労支援

④支援後の状況

○固定資産税、国民健康保険料、住民税の分納と家賃滞
納分は大家へ分納で返済確認。

○現在より家賃の安い借家（2.7万円）へ引越す（児童扶
養手当支給時と時期が重なり、それらを引越費用に充
てた）。

○生活福祉資金は滞納なく順調に償還。
○現在は、元の職場より復職依頼を受け、元の職場へ戻り、
また、結婚し新しい家庭を築いている。
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Ⅱ．資金種類と活用事例「３．教育支援資金①」

（１）概要

➢ 高校や大学等へ就学するための入学金、授業料等の貸付。制度創設当初からある資金。

➢ 今日、深刻化する子どもの貧困対策としてその役割が高まっており、貸付決定件数は全資金
種類のなかで最も多くなっている。

➢ 福祉費同様、民生委員との協力関係が強い資金。

➢ 令和2年度から、大学等への進学に際しては高等教育の無償化（「授業料等の減免」「給付
型奨学金の拡充」）が、また、高校への進学に際しては「高等学校等修学支援金上限額の引
き上げ」がそれぞれ行われた。

➢ ただし、入学前に入学金や前期授業料等が求められた場合や、給付金の水準を超える授業料
の私立学校進学の場合は、教育支援資金の貸付が引き続き考えられる。

資金の種類
貸付条件

対象 貸付限度額 据置期間 その他

教育支援費 • 低所得世帯に属する者が
高等学校、大学又は高等
専門学校に就学するため
に必要な経費

低所得世帯 （高校）月3.5万円以内
（高専）月6万円以内
（短大）月6万円以内
（大学）月6.5万円以内
※特に必要と認める場
合は、上記各限度額の
1.5倍まで貸付可能

卒業後
6月以内

【償還期限】
• 据置期間経過

後20年以内

【貸付利子】
• 無利子

【連帯保証人】
• 原則不要
※世帯内で連帯借
受人が必要

就学支度費 • 低所得世帯に属する者が
高等学校、大学又は高等
専門学校への入学に際し
必要な経費

50万円以内

14



Ⅱ．資金種類と活用事例「３．教育支援資金②」
（２）事例「多子世帯で困窮状態が続く世帯へ教育支援資金を貸付けた事例」

（ⅰ）相談時の相談者の概要

（ⅱ）支援の内容

①性別 女性 ②年齢 34歳 ③職業 アルバイト（コンビニ）

④世帯構成、職業、収入
○本人 5.4万円
○夫 37歳 運送業 18万円（債務整理中）
○長女 15歳 ○次女 14歳 ○三女 12歳 ○四女 10歳
○長男 1歳 ※児童手当 6.5万円

⑤滞納状況、債務状況
○銀行ローン（生活費） 299,869円 7,000円/月返済
○消費者金融（生活費） 394,593円 12,000円/月返済

①相談に至った経緯（相談者の課題）
○長女の高校進学に伴い、就学にかかる費用の捻出が経済的に困難であったため、社会福祉協議会に教育支援資金の問い合
わせがあり、生活福祉資金担当で対応する。

○生活状況を確認していくと、本人が大病で入院・手術歴があり、その際の医療費の支払いや生活費で債務があることや、
夫がその間に家事を行うことで満足に仕事に行くことができなかったことから、借金を重ねてしまった経緯があること
が判明。（夫は現在、債務整理中）

○生活状況や家族構成を考慮すると、生活面の課題やそこから派生する子供の養育面への影響も懸念されるため、自立支
援機関にて継続的な支援を行うことや家庭児童相談室を中心に学校関係とも連携を図りながら支援を行うことを確認した。

②最初の相談先 ／ 社会福祉協議会

③支援の概要

○社会福祉協議会
・長女の教育支援資金の貸付 教育支援費 522,000円

就学支度費 203,000円
○家計改善支援機関（社協）

・家計管理支援（家計表を用いながら、収支のバラン
スがとれるようアドバイスを行う。）

○自立相談支援機関（社協）
・増収に向けた就労支援を行い、会社見学、採用担当
者との面会を行う。今後は現在の勤務先との調整を
行い、転職する予定。

④支援後の状況

○現在の勤務先では不規則勤務であり、子供の養育時間
も短くなりがちであるため、収入も安定し、決まった
曜日・時間で働くことができる職場を紹介し、近日中に
転職予定。

○収入増を見据え、家計管理のアドバイスも継続する。
○夫も仕事が安定し、計画的に返済を行っている。
○子供の発達面の課題もあり、家庭児童相談室を中心に
学校関係とも連携を図っている。
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Ⅱ．資金種類と活用事例「４．不動産担保型生活資金」

（１）概要

➢ 低所得または生活保護受給高齢者に対し、居住用不動産を担保に生活費の貸付を行うもので、
低所得世帯向け（一般向け）が平成14年12月、要保護世帯向けが平成19年3月に創設された。

➢ 不動産担保型生活資金は、高齢者が所有する不動産を有効活用した貸付を行うとともに、貸
付後も住み慣れた住居に住み続けることができることから、高齢者の生活支援における有効
な支援策の一つとなっている。

16

資金の種類

貸付条件

対象 貸付限度額 据置期間、償還
期限、貸付利子

連帯保証人

不動産担保型
生活資金

• 低所得の高齢者世帯に
対し、一定の居住用不
動産を担保として生活
資金を貸し付ける資金

低所得高齢
者世帯

• 土地の評価額の70％程度
• 月30万円以内
• 貸付期間
借受人の死亡時までの期

間又は貸付元利金が貸付限
度額に達するまでの期間

【据置期間】
• 契約の終了後3

月以内

【償還期限】
• 据置期間終了

時

【貸付利子】
• 年3％、又は長

期ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄの
いずれか低い
利率

• 必要
※推定相続
人の中から
選任

要保護世帯向
け不動産担保
型生活資金

• 要保護の高齢者世帯に
対し、一定の居住用不
動産を担保として生活
資金を貸し付ける資金

要保護高齢
者世帯

• 土地及び建物の評価額の
70％程度（集合住宅の場
合は50％）

• 生活扶助額の1.5倍以内
• 貸付期間
借受人の死亡時までの期

間又は貸付元利金が貸付限
度額に達するまでの期間

• 不要



Ⅲ．生活福祉資金の貸付状況について
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Ⅲ．生活福祉資金の貸付状況について①

➢ 平成21年に資金種類の統合・再編や貸付要件の緩和が行われるとともに、総合支援資金が新
たに創設され、前年の1万件台から一気に6万件を超える件数となった。

➢ しかし、総合支援資金は、平成22年度の4.1万件の貸付をピークに減少。令和2年度はコロナ
禍の状況を受けてか、前年よりも倍増している。

➢ 福祉費については、「その他一時的に必要な経費」が最も多く全体のおよそ半数以上を占め、
その多くが生活保護受給世帯への生活必需品（冷蔵庫、エアコン等の健康に関わる家電製品
等）購入に対する貸付となっている。

➢ 教育支援資金は1.3万件前後を推移している。これは入学金、授業料の貸付の延べ件数であ
り、貸付人数としては半数の6千人～7千人程度。学校種別ごとでみると、高校進学時におけ
る貸付がおよそ4割を占めている。
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Ⅲ．生活福祉資金の貸付状況について②

➢ 都道府県ごとの貸付実績に相当な格差が生じている（令和2年度実績）。

19



Ⅳ．家計改善支援事業と生活福祉資金貸付事

業の連携について
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Ⅳ．家計改善支援事業と生活福祉資金貸付事業の連携について①

１．年金担保貸付事業廃止に伴う対応

➢ 年金担保貸付事業は、今年の3月をもって新規の申込受付を終了（事業の廃止）。

➢ 同事業廃止に伴い、低所得高齢者からの相談増による生活福祉資金相談窓口での対応が懸念
されたが、現段階においては、社協の窓口に相談が殺到するような状況はない模様。

➢ 廃止にあたっては、家計改善支援事業と生活福祉資金との連携が求められている。

【社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」 報告書（平成29年12月15日）より抜粋】

年金担保貸付事業の廃止の方向性の中で、家計相談支援が必要な高齢者がいることも踏まえ、家計相談支援を更に推進する
とともに、生活を行う上でやむを得ない一時的な資金需要が生ずる低所得の高齢者等に対しては、生活福祉資金貸付制度で対
応することが必要である。

２．コロナ禍での相談支援について

➢ 生活困窮者自立支援制度の見直しに向け、令和4年4月26日に、「生活困窮者自立支援のあり
方等に関する論点整理」がまとめられた。

➢ そのなかで、両事業に関しては、貸付の際の家計改善支援事業利用の条件化とともに、特例
貸付の返済や償還免除等にも家計改善支援事業が関わり、その後のフォローアップ支援につ
なげる仕組みの必要性等にも触れている。

➢ 現在、国はこの「論点整理」を踏まえ、社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護
部会」にて、検討を行っているところ。
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Ⅳ．家計改善支援事業と生活福祉資金貸付事業の連携について②

２．「生活福祉資金貸付制度と生活困窮者自立支援制度の連携マニュアル」における対応

➢ 厚生労働省から発出されている標記マニュアル（平成27年3月発出、平成31年3月改訂）では、
両事業に関して以下の記載がある。

①全ての資金種類において家計改善支援事業は有効

総合支援資金や緊急小口資金に限らずその他の資金においても、家計改善支援事業の利用に
より、過剰な貸付とならないような必要最小限の貸付額の把握や貸付決定後の償還計画を踏ま
えた家計表の作成を行うことは、償還率の向上やさらなる状況悪化の未然防止、本人の経済的
自立や生活意欲の助長を促す観点から有効な取り組みである。

②貸付だけではなく家計改善支援事業で受け止めてくことが重要

年金収入だけでは生活費を賄えないなど一時的な資金需要に対応するだけでは本質的な解決
につながらない家計に課題を抱えた高齢者等に対しては、貸付と併せて家計改善支援事業で
しっかりと受け止めていくことが重要である。

③家計改善支援事業との連携貸付による柔軟な貸付への期待

現状では償還が見込まれず貸付けが困難な生活困窮者であっても、貸付と一体的に自立相談
支援事業や家計改善支援事業による支援を受け、プランに就労開始や増収の時期が具体的に盛
り込まれるなど今後の償還や生活再建が見込まれる者に対しては、これらの事業の実施機関そ
の他の関係機関から継続的な支援を受けることを前提に柔軟な貸付けを行うことが可能になる
ことが期待される。
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Ⅴ．新型コロナウイルスに係る特例貸付

について
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Ⅴ．新型コロナウイルスに係る特例貸付について①

１．今回の特例貸付の内容

※下表は厚生労働省パンフレットより 24

今回のコロナ特例貸付 これまでの特例貸付

①対象者 コロナウイルスの影響で収入が減少した者
⇒日本全国

災害時に被災地に住んでいた者
⇒被災地に限定

②申請先 市区町村社協〔令和2年9月までは、ろうきん(小口のみ)、郵
便局(小口のみ)でも受付〕
⇒制度創設初の社協以外での受付実施

市区町村社協

③申請方法 申請先での対面による申請または郵送
⇒感染拡大の懸念から、制度創設初の郵送による受付実施

申請先での対面による申請

④相談支援 郵送の場合は一度も面談や連絡なく貸付
⇒まずは資金を迅速に確実に届けることが最優先

必要に応じて実施



Ⅴ．新型コロナウイルスに係る特例貸付について②
２．今回の特例貸付の貸付状況（全社協民生部集計、令和4年6月4日現在〔速報値〕）

（単位／件数：万件、金額：億円）

➢ 緊急小口資金、総合支援資金（初回・延長）、総合支援資金（再貸付）で、1世帯当たり最大200万円の貸
付が行われていたが、現在は緊急小口資金と総合支援資金（初回）のみで、最大80万円の貸付となってい
る。

➢ 貸付のピークは越えているが、緊急小口資金と総合支援資金（初回）合わせて、今も新規で7～8千件の申
請がある。

➢ 受付期間は、令和4年8月末まで（令和4年6月10日現在。これまでに9回の延長実施）。 25

申請件数 申請金額 決定件数 決定金額

緊急小口資金 158.2 2970.0 156.1 2920.0

総合支援資金 111.9 8135.2 109.2 7871.2

総合支援資金（再貸付） 60.5 3151.4 59.8 3120.6

合 計 330.6 14256.6 325.1 13911.8



Ⅴ．新型コロナウイルスに係る特例貸付について③
３．償還免除について

➢ 今回の特例貸付では、貸付当初から「償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除す
ることができる」ということが公表される等、異例の対応が取られたが、その免除方法については令和3年3月に
下記の通り示された。

➢ 償還免除とならなかった方の償還は、緊急小口資金と総合支援資金初回貸付分は令和5年1月から、総合支援資金

延長貸付分は令和6年1月から、総合支援資金再貸付は令和7年1月からそれぞれ開始。 26

【償還免除のポイント】

✓ 償還免除は、資金種類ごとに一
括して行う。
具体的には、①緊急小口資金、
②総合支援資金の初回貸付分、
③総合支援資金の延長貸付分、
④総合支援資金の再貸付。

✓ 借受人と世帯主が住民税非課税
であれば、償還免除の対象とす
る。そのほかの世帯員の課税状
況は問わない。

✓ 判定時期と判定対象となる課税
要件は、資金種類により異なる。

✓ 令和4年6月現在、各都道府県社
協から借受人宛に、緊急小口資
金と総合支援資金初回貸付分に
関する償還免除の案内文書を順
次送付中。 ※右表は厚生労働省パンフレットより



Ⅴ．新型コロナウイルスに係る特例貸付について④

４．今後の借受人支援について

➢ これまでの災害時の特例貸付においては、発災から1年が経過すれば、一定の方は償還の準備がで
きることも想定できるが、今回は貸付開始から2年以上経った現在においても、貸付自体が未だに
続いている状況。

➢ 今回の特例貸付では非課税世帯は償還免除となるが、膨大な貸付件数となっているなか、多額の債
務を抱えた生活困窮者の増大は避けられない状況となっている。

※新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた生活困窮者支援のあり方に関する調査研究事業報告書（令和4年3月／一般社
団法人北海道総合研究調査会）より

➢ 生活困窮者自立支援制度との関係でいうと、総合支援資金の初回貸付時においては、自立相談支援
機関の支援を受けることに同意を得ることが貸付条件となっているが、貸付のピーク時から比べる
と、その関わりはさらに推進しているのではないかと推察される。

➢ 一方、特例貸付は8月末で貸付が終わるとともに、秋口には来年1月からの償還開始に向けて、償還
開始のお知らせが送付されることになり、生活が厳しい方や償還が困難な方からの相談がさらに増
加することが考えられる。

➢ 今後、特例貸付の借受人が、生活困窮者自立支援事業の本来的な支援が必要となった場合、多くの
方への対応は困難ではあるが、まずは家計改善支援機関も含めた関係機関が連携し合い、当初の貸
付時にはできなかった相談支援を行うことで個々の状況を把握し、地域全体で支える取り組みを推
進していくことが重要。
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